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（旅行会社用） 

 

１．はじめに 

本事業における商品の販売及び割引金額の申請については、まつもと冬割キャンペーン宿泊割

引実施要綱及び本書を十分ご確認の上、間違いのないようお願いいたします。あわせて誓約書に

記載のある事項につきましても遵守願います。 

なお、本書に記載のない事項につきましては、その都度、事務局までお問い合わせください。 

 

    ■目次 

     １．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

     ２．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引の実施にあたって・・・・・・・・・２ 

     ３．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引利用に係る留意事項・・・・・・・・２～３ 

     ４．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引申請対象旅行会社について・・・・・３ 

     ５．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引申請について・・・・・・・・・・・３～４ 

     ６．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引月次報告・実績報告について・・・・４～５ 

     ７．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引に係る証憑について・・・・・・・・６ 

     ８．不正利用の防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

     ９．その他のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

    １０．各種スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～７ 

    １１．事前送付物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

１２．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引事務局について・・・・・・・・・・８ 

 

【本事業への参加条件】 

• 別に示すまつもと冬割キャンペーン宿泊割引実施要綱により、まつもと冬割キャンペーン

宿泊割引事務局に割引金交付申請を行うこと。 

• まつもと冬割キャンペーン宿泊割引事務局が定める、過去の販売実績に応じた割引金の交

付決定額に同意できること。 

• 実績報告や月次請求などスケジュールに沿った取り組みができること。 

• 各種ガイドラインの徹底など、新型コロナウイルス感染症への対策を行うこと。 

• 本書に示す事業内容等に同意できること。 
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（旅行会社用） 

 

２．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引の実施にあたって 

（１）本キャンペーンの概要 

まつもと冬割キャンペーンは、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな打撃を受け

た観光産業の早期回復を図るため、宿泊割引および宿泊者向けクーポン配付により市内の宿泊需要

を喚起するとともに、観光消費促進を図るものです。 

本書では、松本市内の宿泊料金の割引について取り扱いをします。 

交付決定通知を受けた宿泊割引対象事業者は、宿泊商品を販売するにあたり、ルールに則った取り

組みをお願いします。ルールを逸脱した場合、対象外商品とみなし、販売後の実績報告時審査で、

割引金 のお支払いが出来ない場合がございますのでご注意ください。 

 

（２）宿泊割引の流れ 

20,000人泊分に対して、3,000円分の宿泊割引および2,000円分のクーポン（まつもとコイン）の

配布をいたします。 

<旅行事業者様の手続きの流れ> 

①申請フォームにて参加申請 

②事務局にて配分実施（参照：申請時提出書類） 

③メールにて事務局より配分結果通知 

  ④郵送にて事前送付物発送 

・まつもと冬割キャンペーン宿泊割引（宿泊事業者用）取扱マニュアル 

・ポスター 

・宿泊証明書（配分数に応じて） 

  ⑤12/1（水）販売開始 

  ⑥予約数に応じて、宿泊事業者様に宿泊証明書（未記入のもの）をメールもしくは郵送にて送付 

   ※最終的に宿泊証明書は、宿泊事業者様から事務局へメールでの提出となります。 

  ⑦進捗報告および月次報告・月次請求の実施 

   ・進捗報告：月に2度ヒアリングシートを提出 

   ・月次報告・月次請求：月末に必要書類の提出 

    →事務局が確認を行い、30日以内に振込 

  ⑧実績報告の実施 

 

３．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引利用に係る留意事項 

「まつもと冬割キャンペーン宿泊割引実施要綱」に則った取り組みが条件です。事業開始前に必

ずご確認ください。実務上遵守いただくべきことを本マニュアルにより補足してご案内いたします。 

※マニュアル及び各様式については改訂する場合がありますので、各手続きの前に、最新版で

あるかご確認いただきますようお願いいたします。 

まつもと冬割キャンペーン宿泊事業者用WEB サイト： 
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https://www.matsumoto -kanko.jp/accommodation  

 

（１）宿泊の対象期間 

・令和3年12月1日(水)から令和4年３月27日(日)まで 

※最終実績報告（必要書類も完備）が4月11日(月)必着となることが原則 

 

（２）宿泊（旅行）について 

・1人1宿泊あたりの割引額                     （金額はすべて税込） 

種類 旅行形態 
1人1泊（室）当たりの 

割引額 

宿泊(旅行) 

商品 

1泊以上 

2泊以内 

「旅館・ホテル営業」及び「簡易宿所」 

1泊1人当たりの宿泊代金が6,000円以上 
3,000 円 

部屋貸し 

1泊1室あたりの宿泊代金が6,000円以上 
3,000 円 

旅行商品 

1泊1人あたりの旅行代金が6,000円以上 
3,000 円 

 

（3）割引の対象商品 

  本キャンペーン適用プランとして、上記割引額に基づき割引価格で販売する対象商品をご用意くだ 

さい。対象商品の造成にあたっては、次の①～⑧をご確認下さい。 

①宿泊割引の対象となる商品の購入回数に制限は設けません。 

②連泊の上限については、１人１宿泊旅行あたり２泊までとします。 

③宿泊割引の対象となる商品は、長野県内在住者およびFDA（信州まつもと空港に限る）利用者 

のみ利用可能です。 

④12/23まで長野県で実施している「県民支えあい 信州割SPECIAL 宿泊割」との併用は認めます

が、その場合、割引前の金額設定を13,000円以上としてください。単独利用の場合、9,999円

以下の場合は本事業、10,000円～12,999円の場合は「県民支えあい 信州割SPECIAL 宿泊割」

を適用することで交付額を最大限に適用出来ます。また、GOTOトラベルキャンペーンが再開

した場合については、後日発表することとします。 

  ⑤WEB商品については、市内の事業所において精算を行った商品に限り支援金の交付の対象とな 

ります。 

⑥換金性の高い金券と組み合わせた商品は対象外とさせていただきます。 

⑦予約グループの中に本キャンペーンの対象ではない県外在住者が含まれていた場合には、その 

予約グループ全員が対象外になりますので、対象者のみで構成されたグループでの予約受付を 
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（旅行会社用） 

 

お願いします。 

  ⑧対象商品に組み込む宿泊については、本キャンペーンに宿泊事業者として登録済みの宿泊施設 

に限定することとします。 

 

（4）予約・販売開始時期等 

令和3年12月1日(水)以降からまつもと冬割キャンペーン宿泊割引を活用し、割引いた価格で販売

いただけます。なお11/30(火)以前に申込を受けていたお客様には適用できません。 

12/1 以降に新規でお 申し込みのお客様に対し適用してください。 

 

（5）割引・旅行代金告知の条件 

販売にあたっては、ホームページ、チラシなどで下記記載文章及び、本来の価格と割引を受け

た後の販売価格と併せ、以下のように割引額を明記してください。 

最終実績報告の際には、ホームページ・チラシの画像コピー等の提出を求めます。 

※電話で予約・販売を行う場合は、下記記載文章を口頭でお伝えください。 

 

  記載必須文章：「【まつもと冬割キャンペーン対象】この旅行代金は松本市より割引額として3,000円 

の助成を受けています。」 

 

なお、取消 料は割引後の販売価格が算出基準となりますので、必ずその旨を告知してください。 

二重価格表示にならないよう、事業者様で確認の上ルール通りの表示をお願いします。 

 

４．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引申請対象旅行会社について 

本事業において、割引金の二重申請の防止等を考慮し、本事業への申請が可能な対象旅行会社は以

下のように限定されています。 

（１）次のア～イのいずれかに該当するもの 

ア 市内に事業所を有し、旅行業法第３条に規定する旅行業の登録を受けたもの 

イ 対象事業者として事務局が適当と認められるもの 

 （２）対象施設の遵守事項 

ア 予約申込時に旅行者の居住地の確認及び旅行者に対して感染防止の協力を依頼すること 

 

５．まつもと冬割クーポン宿泊割引申請について 

（１）申請書提出期限について 

申請締切：2021年11月19日(金)17時まで 

※申請状況によって追加募集をする場合があります。 

提出方法：PDFファイルにてまつもと冬割キャンペーンWEBページ申込フォームにアップロー

ドしてください（事業者の希望に応じて事務局が承認した場合に限り、郵送での
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（旅行会社用） 

 

提出を認めます）。 

また、複数の施設を運営している事業者は、施設ごとに申請書類を作成の上お送りください。 

 

（２）申請時の提出書類について 

各種必要な書式は、まつもと冬割宿泊事業者用WEBページからダウンロードして下さい。 

ア 様式第１号の２ まつもと冬割キャンペーン宿泊割引対象事業者指定申請書（旅行業者用） 

イ 様式第２号の２ 誓約書（旅行業者用） 

ウ 様式第３号の２ 交付金算出シート（旅行業者用） 

エ 様式第１２号 口座確認書 

オ 旅行業登録票の写し 

カ 行程表、宿泊・旅行プラン等、まつもと冬割キャンペーンで販売する内容・手法がわかる書 

   類 

キ エの指定口座通帳の写し 

ク その他事務局が必要と認める書類 

 

 （３）交付決定について 

交付申請に基づき、下記観点等を踏まえ総合的に審査し、交付可否及び交付額について事務局よ

り交付決定します。 

 

 ̧ 期間内に確実にまつもと冬割宿泊割引商品が販売できる実績を有するか。 

 ̧ 可能な限り早期にまつもと冬割宿泊割引商品の販売を開始できるか。 

 ̧ まつもと冬割宿泊割引商品の販売状況を事務局の求めに応じて報告できる体制を有

するか（システム管理等ができるか）。 

 

６．まつもと冬割クーポン宿泊割引月次報告・実績報告について 

本事業において、まつもと冬割キャンペーン 宿泊割引対象事業者指定採用決定通知を受けた事業

者は、「月次報告」として毎月の利用実績（販売実績）を報告してください。報告書の送付はPDFファ

イルにて電子メールでご提出ください。 

 

（１）提出期日 

①月次報告書（毎月）： 12月末分：1月11日(火)まで、1月末分：2月10日(木)まで、 

2月末分：3月10日(木)まで、3月末分：4月11日(月)まで 

②実績報告書（最終）：令和4年4月11日(月)まで（※必着） 

 

（２）月次報告時の提出書類について 

各種必要な書式は、まつもと冬割宿泊事業者用WEBページからダウンロードして下さい。 
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ア 様式第７号 まつもと冬割キャンペーン宿泊割引交付金月次報告書 

  イ 様式第９号の２ まつもと冬割キャンペーン宿泊割引交付金実績内訳シート（旅行業者用） 

  ※必ずExcelデータで提出してください。 

ウ 様式第１１号 月次請求書 

エ 送客実績がわかる書類（台帳、引受書など書式任意） 

オ その他事務局が必要と認めるもの 

（お客様への旅行費用還元が確認できる書類等） 

提出書類に不備があった場合、割引金額はお支払いできませんのでご注意ください。 

 

（３）実績報告書（最終報告）の提出書類について 

各種必要な書式は、まつもと冬割宿泊事業者用WEBページからダウンロードして下さい。 

ア 様式第８号 まつもと冬割キャンペーン宿泊割引交付金事業実績書 

イ 様式第１０号 実績報告書 

ウ その他事務局が必要と認めるもの（お客様への旅行費用還元が確認できる書類等）   

  ※提出書類については、事務局にて書類不備や報告内容に間違いがないか等の確認を行います。 

 

（４）進捗状況の報告について 

まつもと冬割宿泊割引予算を効率的に運用するため、毎月２回、販売（予約）状況をご報告く

ださい（進捗状況ヒアリングシートによる提出）。 

報告日：12月15日(水)、12月28日(火)、1月17日(月)、1月31日(月)、 

2月15日(火)、2月28日(月)、3月15日(火) 

※販売（予約）状況次第で、交付決定額の変更を要請することがありますので、ご了承願いま 

す。 

 

（５）その他事務局が必要とする書類について 

報告書受領後、追加で資料の提出をお願いする場合があります。その場合は事務局よりご連絡

いたします。 

 

７．まつもと冬割宿泊割引に係る証憑について 

まつもと冬割キャンペーン宿泊割引に関する帳簿及び証拠書類は提出の必要が無いものについ

ても補助金の割引金を受けた年度の翌年度から５年間保管してください。 

 

８．不正利用の防止について 

宿泊割引対象旅行会社は本事業の不正利用を極力排除するため、 ホームページ等で不正防止の旨を

明確に掲示してください。また、不正利用が発覚した場合、宿泊割引対象事業者は事務局へ通報する

こととし、事務局は事実を確認の上、本事業で利用した全ての割引相当額の返還を求めるなどの措置

※宿泊の実績がなかった月についても、実

績内訳シート表紙の合計欄に「０」と記入

の上、表紙のみを提出してください。 
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を講じることとします。 

 

９．その他ご案内 

（１）まつもと冬割宿泊割引の適正かつ効果的な執行を図るため、販売実績等の進捗報告は随時ご協力

いただきます。 

（２）事業終了後、事業報告書を提出いただきますが、スケジュールがタイトとなっておりますの

で、取り扱いには十分ご注意いただき、迅速な手続きを心掛けてください。時期が迫りましたら

再度ご連絡させていただきます。 

（３）報告内容に間違いの無いように注意してください。 

（４）実績内訳リスト表紙に、報告内容に相違の無い旨、署名をお願いします。 

※署名は事業者様の代表者又は、担当部署の責任者名でお願いします。 

（５）事業終了時（実績報告時）に間違いのないよう、月次報告時に提 出いただく実績内訳シート 

のエクセルデータは確実に保存しておいてください。 

（６）制度の趣旨を踏まえ、要綱等で定めたルールに則った取り組みをお願いします。 

（７）割引金をお客様へ還元せず、宿泊割引対象事業者の利益とすることは厳禁です。 

（８）松本市内の飲食店や観光施設などでも使えるクーポン（まつもとコイン）2,000円分は、宿泊

施設チェックイン時に宿泊施設より宿泊者へお渡しします。 

（９）その他のご不明な点は、事務局宛にお問い合わせください。 

（１０）まつもと冬割キャンペーンの情報はまつもと冬割キャンペーンホームページに掲載します。 

 

１０．各種スケジュール（予定） 

 

 内 容 時 期 宿泊事業者  

まつもと冬割 

キャンペーン 

宿泊割引事務局 

１ 

対象事業者 

指定申請書 

（実施計画書提出） 

11月8日(月) 

～11月19日(金) 

提出（旅行商品・送 

客目標・人数など） 
→  

２ 交付決定通知 11月26日(金)から（随時）  ← 
審査・交付決定

（金額の設定） 

３ 旅行商品販売 12/1(水)販売開始 進捗状況の報告  進捗状況の確認 

４ 
進捗状況の報告 

月2回報告 

12月15日(月)、12月28日火) 

1月17日(月)、1月31日(月) 

2月15日(火)、2月28日(月)、 

3月15日(火) 

ヒアリングシート提出 → 予約状況の確認 
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５ 
月次報告 

月次請求 

12月分：1月11日(火)まで、 

1月分：2月10日(木)まで、 

2月分：3月10日(木)まで 

3月分：4月11日(月)まで 

月次報告書の提出 

月次請求書提出 
→ 

毎月の実績内容

確認 

６ 実績報告 
事業完了後（速やかに） 

※最終4月11日(月)まで 
実績報告書提出 →  

 

１１．事前送付物について 

   ・まつもと冬割キャンペーン宿泊割引（旅行会社用）取扱マニュアル 

   ・ポスター 

   ・宿泊証明書 

    ※交付額に基づき宿泊証明書をお送りします。 

    ※予約後、利用者予定泊数分の宿泊証明書を宿泊施設に郵送又はメールにてお送りください（1 

泊の場合は1枚、2泊の場合は2枚となります）。 

    ※予約後、取消が生じた場合は、既に郵送又はメールにてお送りしている宿泊証明書を 

返送又は破棄いただくよう宿泊施設と連絡を取り合い漏れのないようご対応ください。 

 

１２．まつもと冬割キャンペーン宿泊割引事務局について 

・住所  ：東京都品川区東大井2-13-8ケイヒン東大井ビル４階（株式会社ジャッツ内） 

・電話番号：03－5762－3382 

・E-mail ：matsumotofuyuwari_syukuhakuwari＠nta.co.jp 

・公式HP  ：https://www.matsumoto-kanko.jp 

・営業時間：平日10：00～17：00（土日祝、年末年始休業） 

 


